
北海道旅客鉄道株式会社石勝線追分駅構内における鉄道重大インシデントに係る勧告に基づく措置の状況について

資料４

平成23年6月14日、追分駅の信号扱室で信号を扱っていた社員は、列車が1番線から出発したにもかかわらず、表示盤にある同番線の出発信

号機の表示灯が停止信号を示す滅灯状態にならないことを認めた。連動装置の作動記録によれば、この時、出発信号機は停止信号を現示して

なか た また 16 ま 間に 停止信号を現 すべき信号機に危険側 信号が現 された同様 事象が複数回発生した とは

【本重大インシデントの概要】(H23.6.14～16発生)

いなかった。また、16日までの間に、停止信号を現示すべき信号機に危険側の信号が現示された同様の事象が複数回発生した。このことは、

鉄道事故等報告規則第4条第1項第7号の「鉄道線路、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態」で

あり、運輸安全委員会設置法施行規則第2条第6号に定める特に異例と認められる事態であることから、調査対象となったもの。

【本重大インシデントの原因分析】(調査報告書公表日:H24.11.30)

◆本重大インシデントは、同社の連動装置改良工事中の配線作業において、石勝線下り出発信号機及び室蘭線下り出発信号機の進路を同時に

構成した際に、設定した進路とは相違する下り出発信号機の信号制御リレーに電流が回り込む回路が構成された状態となったため、列車が

石勝線の下り出発信号機の内方に進入したにもかかわらず、進行現示から停止現示に変化しない状態が複数回発生したものと考えられる。

◆進行現示から停止現示に変化しなかったことは、不適切な方法によって配線作業を行ったため、石勝線と室蘭線の進路が同時に構成される

と 互いに接続された新設リレ のマイナス側を経由して回路が構成されたことによるものと考えられると、互いに接続された新設リレーのマイナス側を経由して回路が構成されたことによるものと考えられる。

◆不適切な方法によって配線作業が行われたことは、社内規則が守られていなかったことなどが関与したものと考えられる。

◆同様事象が複数回発生したことは、事象が発生した際に緊急連絡体制をとらなかったこと及び社員同士の引継ぎが適切に行われなかったこ

とが関与したものと考えられる。

【同社に対する勧告内容(参考)】 (H24.11.30)

(1)同社は、再発防止策として、切替プラグの挿入箇所、各種図面のチェックなど、工事施工
において既設の信号保安設備に影響を与えない方策を定め、信号扱い者については、停止
現示となるべき信号機の表示灯が停止現示を示す滅灯状態にならない事象を確認した際に
行うべき方法を運転取扱いマ アルに明記することとしている これらは 再発防止に

信号保安設備工事等に従事する者（請負会
社社員含む）、駅係員及び指令員に対し、
再発防止策を含んだ内容で年間教育カリ

【同社から提出された実施計画の概要(別添)】(H25.1.30)

行うべき方法を運転取扱いマニュアルに明記することとしている。これらは、再発防止に
対して効果があると考えられるが、同社社員には、これらの施策の趣旨を真に理解させ、
異常発生時に適切な対応をとることができるように教育訓練を継続実施していくこと。

(2)同社では、平成21年1月15日函館線において、停止現示となるべき閉そく信号機が停止現示

再発防止策を含んだ内容で年間教育カリ
キュラムを組み、教育訓練を継続実施する。

同社電気関係計画部門の社員が図面類の品
質管理及び配線作業の進捗並びに品質管理

にならないという重大インシデントが発生しており、その後、再発防止策が講じられてい
ると考えられるにもかかわらず、本重大インシデントが発生したことに鑑み、信号保安装
置の工事施工等について、施行体制や管理方法等を再点検し、同社社員以外の者をも含む
工事に従事する者に基本動作を定着させ、更なる事態が発生しないように、安全対策につ
いて検討するとともに必要な措置を講ずること。

という観点で、定めたルールが正しく履行
されているか再点検を実施する。
関係規程類について齟齬の有無、また過去
の事例の再発防止策を再検証し、内容に不
備がないか再点検を実施する。
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平成 23 年 6 月 14 日から 16 日までの間に北海道旅客鉄道株式会社石勝線追分駅

構内で発生した重大インシデントの調査について、原因関係者である北海道旅客鉄

道株式会社から、当委員会が行った勧告に基づく措置の状況（実施計画書）につい

て報告を受けましたのでお知らせします。（別添） 

この重大インシデントについては、平成 24 年 11 月 30 日に重大インシデント調

査報告書の公表とともに原因関係者に対して勧告を行っていたところです。（参考） 

なお、同社からの報告は、勧告の内容を反映したものとなっています。 
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運輸安全委員会

委員長 後藤 昇弘 殿

北海道旅客鉄道株式会社

代表取締役社長

「北海道旅客鉄道株式会社石勝線追分駅構内における鉄道重大インシデントに

係る勧告について」に対する講ずべき措置に関する実施計画書の提出について

標題につきまして、平成２４年１１月３０日付、運委参第４４７号による鉄道重大イン

シデントに係る勧告につきまして、別紙のとおり講ずべき措置に関する実施計画書をご報

告いたします。

別 添
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北海道旅客鉄道株式会社石勝線追分駅構内における鉄道 
重大インシデントに係る勧告について 

 
 
 
本重大インシデントは、貴社が、安全の根幹に係る信号保安装置である連動

装置の改良工事において、既設設備と改良後設備を接続する切替プラグを挿入

するルールを守らず、請負会社が作成した配線図のチェックを十分に行わず、

かつ、配線作業の進捗管理が不適切であったために発生したと考えられる。ま

た、インシデントが複数回発生したことは、停止現示となるべき信号機が停止

現示にならない事象が発生した際に、安全上問題となる重大な事象であるとの

認識を持たなかったこと、そのために緊急時連絡体制が活用されなかったこと

及び社員同士の引継ぎが適切に行われなかったことが関与したと考えられる。 
このことから、当委員会は、本重大インシデントの調査結果を踏まえ、輸送

の安全を確保するため、貴社に対し、運輸安全委員会設置法第２７条第１項の

規定に基づき、下記のとおり勧告する。 
また、同条第２項の規定に基づき、講じた措置についての報告を求める。 
 

記 
 
(1) 貴社は、再発防止策として、切替プラグの挿入箇所、各種図面のチェッ



クなど、工事施工において既設の信号保安設備に影響を与えない方策を定

め、信号扱い者については、停止現示となるべき信号機の表示灯が停止現

示を示す滅灯状態にならない事象を確認した際に行うべき方法を運転取扱

いマニュアルに明記することとしている。これらは、再発防止に対して効

果があると考えられるが、貴社社員には、これらの施策の趣旨を真に理解

させ、異常発生時に適切な対応をとることができるように教育訓練を継続

実施していくこと。 
 

(2) 貴社では、平成２１年１月１５日函館線において、停止現示となるべき

閉そく信号機が停止現示にならないという重大インシデントが発生してお

り、その後、再発防止策が講じられていると考えられるにもかかわらず、

本重大インシデントが発生したことに鑑み、信号保安装置の工事施工等に

ついて、施工体制や管理方法等を再点検し、貴社社員以外の者をも含む工

事に従事する者に基本動作を定着させ、更なる事態が発生しないように、

安全対策について検討するとともに必要な措置を講ずること。 
 


